
　耐圧性能点検猶予期限　
　　　（３月３１日）

製造年から１０年
を越えているもの

２００２年製
旧基準型式

２００５年製
旧基準型式

２０１１年製の
新基準型式

水圧点検 水圧点検

水圧点検 水圧点検

水圧点検

水圧点検

旧基準の型式消火器の
　　　設置不可

旧基準の型式消火器の
　　　設置不可

３年間 ３年間

３年間 ３年間

水圧点検猶予期間

水圧点検
猶予期間

３年以内に全数点検実施

製造から１０年経過

９年 １０年

水圧点検 水圧点検

水圧点検 水圧点検

旧基準の型式消火器の
　　　設置不可

３年間 ３年間

３年間

６年 ７年 ８年 ９年 １０年

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年

点検基準改正
　（４月１日）

製造

●二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器は除かれます。

◆型式失効と水圧試験シュミレーション

水圧試験は実施後３年を
経過しないまでに実施


